
介護サービス事業者集団指導 

（介護医療院）資料 

 

 

    令和６年６月１８日（火）  

                            山梨県福祉保健部健康長寿推進課 

 

 

１ 施設及び設備に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ  １ 

 

２ 人員に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ  ２ 

 

３ 運営に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ  ５ 

 

４ 開設許可の申請、変更の届け出 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ  ９ 

 

５ 報酬に関する基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１０～１１ 

 

６ 令和6年度介護報酬改定について 

 

 

 

 

 

 

 ※ 厚生労働省、山梨県からの通知、変更届等の様式などは、次のホームページに掲載されて 

  いますので、確認をお願いいたします。 

 

 ①山梨県庁ホームページ https://www.pref.yamanashi.jp/index.html 

  ・トップページ → 組織から探す → 福祉保健部 → 

→ 健康長寿推進課 → 介護サービス振興担当  

 ②ＷＡＭ－ＮＥＴ（独立行政法人 福祉医療機構） https://www.wam.go.jp/ 

  ・トップページ → 都道府県からのお知らせ → 山梨 → 県からのお知らせ 

（トップページ右下） 

 

  

  



1 

 

◆ 介護医療院とは 

  長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと

により、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを

目的とした施設である。 

 

（介護保険法） 

第８条第２９項 この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期に

わたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。

以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養

上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生

活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受

けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施

設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び

機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 

 

◆ 施設及び設備に関する基準（基準省令第５条・第６条） 

 

●療養室  

   一の療養室の定員は、4 人以下とすること。 

   入所者一人当たりの床面積は、8m2 以上とすること。 

   地階に設けてはならないこと。 

   一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

   入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 

   入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

   ナース・コールを設けること。 

●診察室  

   診察室は、次に掲げる施設を有すること。 

    ・医師が診察を行う施設 

    ・喀痰、血液、尿、糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設（臨床 

検査施設）※ 

    ・調剤を行う施設 

※臨床検査施設は、人体から排出され、又は採取された検体の検査（検体検査）の 

業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 

●処置室  

   処置室は、次に掲げる施設を有すること。 

    ・入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 

   ・診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が十キロボルト 
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以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。） 

   ・イに規定する施設にあっては、前号イに規定する施設と兼用することができる。 

●機能訓練室 内法による測定で 40m2 以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。 

ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを 

有し、 必要な器械及び器具を備えること。 

●談話室   入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

●食堂     内法による測定で、入所者 1 人当たり 1m2 以上の面積を有すること。 

●浴室     身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

         一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

●レクリエーション・ルーム  

レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。 

●洗面所    身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

●便所      身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

 

（施設類型） 

Ⅰ型 介護医療院：介護療養病床相当 

（主な利用者像は介護療養病床療養機能強化型 AB 相当） 

Ⅱ型 介護医療院：老人保健施設相当以上 

（主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した者） 

 

（開設許可） 

介護医療院の開設許可は 1 つの介護医療院を単位として行われますが、介護医療院サービス

を行う部分として認められる単位は原則 60 床以下の「療養棟」単位です。 

1 つの介護医療院でⅠ型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供を 

担保しています。 

 

◆ 人員に関する基準（基準省令第４条） 

１ 医師 

（１）介護医療院においては、常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床を利用し

ている者（以下「Ⅰ型入所者」という。）の数を 48 で除した数に、介護医療院の入所者のう

ちⅡ型療養床を利用している者（以下「Ⅱ型入所者」という。）の数を 100 で除した数を加

えて得た数以上の医師を配置するものとする。なお、上記の計算により算出された数が３に満

たないときは３とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算す 

ることとする。 

（２） （１）にかかわらず、Ⅱ型療養床のみ有する介護医療院であって、基準省令第 27 条第

３項ただし書の規定により、介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者

の数を 100 で除した数以上の医師を配置するものとする。なお、その数に１に満たない端数

が生じたときは、その端数は１として計算する。 
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（３） （１）及び（２）にかかわらず、医療機関併設型介護医療院の場合にあっては、常勤換算

方法で、Ⅰ型入所者の数を 48 で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 100 で除した数を加えて得

た数以上の医師を配置するものとする。 

（４） （１）から（３）までにかかわらず、併設型小規模介護医療院における医師の配置につい

ては、併設される医療機関により当該併設小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われる

と認められる場合にあっては、置かないことができることとする。 

（５） 複数の医師が勤務する形態にあっては、それらの勤務延時間数が基準に適合すれば差し支

えないこと。ただし、このうち１人は、入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責

任を持つ医師としなければならないこと。なお、兼務の医師については、日々の勤務体制を明

確に定めておくこと。 

（６） 介護医療院で行われる（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリ

テーションの事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の

処遇に支障がない場合は、介護医療院サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーシ

ョン、（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護医療院の勤務延時間数

として差し支えないこと。常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して得た数以上（常勤の

医師が１人以上配置されていなければならない。ただし、介護医療院、病院、診療所に併設さ

れている介護老人保健施設についてはこの限りでない）。 

   

２ 薬剤師 

（１） 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を 150 で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 300 で除

した数を加えて得た数以上を配置するものとする。 

（２） （１）にかかわらず、併設型小規模介護医療院における薬剤師の配置については、併設さ

れる医療機関の職員（病院の場合にあっては、医師又は薬剤師。診療所の場合にあっては、医

師とする。）により当該施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては、

置かないことができることとする。 

 

３ 看護師、准看護師（以下「看護職員」という。） 

常勤換算方法で、介護医療院の入所者の数を６で除した数以上を配置するものとする。 

 

４ 介護職員 

（１） 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の数を６で除した数を加

えて得た数以上を配置するものとする。 

（２） （１）にかかわらず、併設型小規模介護医療院における介護職員の配置については、常勤

換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上を配置するもの

とする。 

（３） 介護職員の数を算出するに当たっては、看護職員を介護職員とみなして差し支えない。 

ただし、この場合の 看護職員については、人員の算出上、看護職員として数えることは 

できない。 
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５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。） 

（１） 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置すること。 

（２） 併設型小規模介護医療院における理学療法士等の配置については、併設される医療機関の

職員（病院の場合にあっては、医師又は理学療法士等。診療所の場合にあっては、医師とす

る。）により当該施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては、置か

ないことができることとする。 

 

６ 栄養士 

入所定員が 100 名以上の介護医療院にあっては、１以上の栄養士を配置すること。ただし、

同一敷地内にある病院等の栄養士がいることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合に

は、兼務職員をもって充てても差し支えないこと。なお、100 人未満の施設においても常勤

職員の配置に努めるべきであるが、併設型小規模介護医療院の併設医療機関に配置されてい

る栄養士によるサービス提供が、当該介護医療院の入所者に適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

 

７ 介護支援専門員 

（１） 介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤の者を１名以上配置していなけ

ればならないこと。したがって、入所者数が 100 人未満の介護医療院にあっても１人は配

置されていなければならないこと。また、介護支援専門員の配置は、入所者数が 100 人又

はその端数を増すごとに１人を標準とするものであり、入所者数が 100 人又はその端数を

増すごとに増員することが望ましいこと。ただし、当該増員に係る介護支援専門員について

は、非常勤とすることを妨げるものではない。なお、併設型小規模介護医療院における介護 

支援専門員の配置については、当該施設の入所者に対するサービス提供が適切に行われると

認められる場合にあっては、当該介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数でよいこと。 

（２） 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護医療院の他の職務に従事

することができるものとし、また、介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院の職務に従

事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、

当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる

こととする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配

置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支

援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるもの

とする。 

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、

増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 

 

８ 診療放射線技師 

（１） 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置すること。 

（２） 併設施設との職員の兼務を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては、
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配置しない場合があっても差し支えないこと。 

 

９ 調理員、事務員等 

（１） 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置すること。 

（２） 併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により適正なサービス 

を確保できる場合にあっては、配置しない場合があっても差し支えないこと。 

 

※ 「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」 

厚生労働省老健局老人保健課長通知 （平成 30 年３月 22 日付け 老老発 0322 第１号） 

※「令和３年度厚生労働省委託事業「介護医療院開設移行状況把握及び研修等一式」」 

「介護医療院開設に向けたハンドブック（頁３１－５０）」 

 

◆ 運営に関する基準（共通事項以外） 

 Ⅰ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止対策【基準条例第３４条等】 

  １ 感染対策委員会の設置 

   (1) 幅広い職種で構成 

   (2) 専任の感染対策担当者を設置（看護師が望ましい） 

   (3) 定期的に委員会を開催（３月に１回以上）し、その結果を従業者に周知徹底 

 

  ２ 予防及びまん延の防止のための指針を整備 

   ※ 平常時の対策及び発生時の対応を規定 

 

  ３ 研修の定期的な実施 

   (1) 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催 

   (2) 新規採用時には必ず研修を実施 

   (3) 調理や清掃などの委託業者に対しても指針を周知 

 

  ４ 訓練の実施 

実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）

を定期的（年２回以上）に行うことが必要。感染症発生時において迅速に行動できるよう、

指針及び研修内容に基づき、役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実

施する。 

 

 Ⅱ 介護サービス提供中の事故発生防止対策【基準条例第４１条等】 

  １ 事故防止検討委員会の設置 

   (1) 幅広い職種で構成 

   (2) 専任の安全対策担当者を設置 

   (3) 定期的に委員会を開催（責任者はケア全般の責任者が望ましい） 
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  ２ 事故発生の防止のための指針の整備 

   (1) 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

   (2) 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

   (3) 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

   (4) ヒヤリ・ハット事例等の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための

方策に関する基本方針 

   (5) 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

   (6) 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

   (7) その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

 

  ３ 研修の定期的な実施 

(1) 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催 

(2) 新規採用時には必ず研修を実施 

 

  ４ 安全対策担当者の設置 

 上記１～３の措置を適切に実施するための担当者を置かなければならない。 

 

  ５ 事故発生時の市町村（保険者）・入所者の家族等への速やかな連絡 

 事故状況、事故に際して採った処置について記録 

 

 Ⅲ 要介護（更新）認定の申請に係る援助についての留意点 

  ○ 根拠法令：基準条例第１２条 

２ 介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定

の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 

※ 解釈通知（同項の趣旨） 

    入所者の要介護認定の有効期間満了に際して、当該入所者が継続して保険給付を受ける

ためには、要介護更新認定を受けることが必要であり、当該認定が申請の日から３０日以

内に行われることを踏まえ、介護医療院は要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所

者が受けている要介護認定の有効期限が終了する３０日前には行われるように、必要な援

助を行わなければならない。 

   

  ○ 更新の認定調査で要介護から要支援へ変更の場合   

・更新にあたって要支援に変更の場合、当該施設を退所しなければならないが、更新認定の

申請が、現行要介護認定の有効期間満了まで間もない状況でされる場合、非常に短い期間で、

当該施設退所後の介護の内容やサービス利用計画、新たな入所施設等を検討し、決定しなけ

ればならない。 

・十分な期間があれば、現入所施設側、退所後に担当する居宅介護支援事業所、地域包括支
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援センター、主治医等、各関係者間の連携体制や、別のサービス事業所・施設を探すことが

できる。しかし、当該施設退所後のサービス利用や適切な介護の内容等について、十分な連

携や検討を行う時間的余裕がないという可能性もある。 

・現入所施設において、入所者の身体的な状況等を日々把握する中で、認定更新時期につい

ても情報を把握し、当該入所者に要支援への変更の可能性もあるのであれば、認定更新の一

連の手続きについて十分に時間的余裕が取れるように、入所者及び家族に対して援助を行う

ことも求められる。 

 

Ⅳ 介護医療院における医療について 

  ○ 介護医療院においては、当該施設の配置医師によって必要な医療の提供が行われ、当該施

設内で行われる診療、検査、投薬等については、介護医療院サービス費（基本的な施設サー

ビス費）として包括的に評価されている。 

  ○ しかし、介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な

医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院・診療所にお

いて適切な措置を講じなければならない。 

    

※ 必要な医療の提供が困難な場合の措置等（基準条例第２０条） 

１ 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な 

医療を提供することが困難であると認めたときは、第三十五条第一項の協力病院その他 

適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める 

等診療について適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは 

診療所に通院させてはならない。 

３ 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に 

通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療 

状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した

病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を

受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。 

 

    

介護医療院及び短期入所療養介護（介護医療院が実施する） 

※ 緊急時施設診療費（介護報酬の加算項目） 

     緊急時施設診療費とは、緊急またはその他やむを得ない事情があり、体調悪化等の入所

者に対して、特定治療の医療行為や緊急時治療管理を実施することを評価する項目。 

    

Ⅴ その他 

１ 機能訓練【基準条例第２１条等】 
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   入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業 

療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

 

  ※ リハビリテーションの提供に当たっては、入所者の心身の状況及び家庭環境等を十分に

踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならないものと

する。 

 

２ 栄養管理【第２０条の２等】 

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各

入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

具体的な内容については、介護保険最新情報 Vol.936 を参照のこと。 

 

３ 口腔衛生の管理【第２０条の３等】 

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生

の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなら

ない。 

具体的な内容については、介護保険最新情報 Vol.936 を参照のこと。 

 

４ 食事の提供【基準条例第２３条等】 

   入所者の食事は、栄養並びに入所者の心身の状況、病状及び嗜好を考慮するものとす

るとともに、適切な時間に提供しなければならない。 

介護医療院は、入所者の自立の支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で食事を摂る

ことを支援しなければならない。 

  

  ※ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くて

も午後５時以降とすること。 

 

５ 勤務体制の確保等 

全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）。 

 

６ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 
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具体的な内容については、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計

画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」を参照のこと。 

 

７ 非常災害対策【基準条例第３２条第３項】 

   定期的な避難、救出その他必要な措置に関する訓練は、地域住民及び消防団その他の関係 

機関と連携して行うよう努めなければならない。 

 

８ 虐待の防止【基準条例第４０条の２等】 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）以上の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

◆ 介護医療院に係る開設許可事項の変更について 

 １ 開設許可事項（介護保険法施行規則第１３８条第１項） 

   開設許可事項を変更する際、事後の変更届（介護保険法第１１３条）で手続ができるものと、

事前の変更許可申請（介護保険法第１０７条第２項）又は承認申請（介護保険法第９５条）が

必要なものがある。 

 

 （１）変更許可申請が必要な事項（介護保険法施行規則第１３８条第２項） 

  ○ 敷地の面積及び平面図 

  ○ 建物の構造概要及び平面図（各部屋の用途を明示するものとする。）並びに施設及び構造設

備の概要 

  ○ 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 

  ○ 運営規程（従業者の職種、員数及び職務内容、入所定員に係る部分に限る。） 

    ただし、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を要しない。 

  ○ 介護医療院基準省令第３４条第１項に規定する協力病院 

  ※ 変更許可を受けた後、変更届を提出する必要はない。 

ただし、変更に伴い、運営規程にも変更がある場合には届け出が必要。 

 

 （２）知事の承認が必要な事項 

  ○ 管理者（施設長）の変更（介護保険法第 109 条） 

  ※ 承認を受けた後、変更届を提出する必要がある。 

 

 ２ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

 算定する介護給付費（加算項目等）を変更する場合は届出が必要。届出に係る加算等につい
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ては、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当

該月）から算定を開始する。 

 

 ３ 許可更新について 

 許可の有効期間は６年となっていることから、有効期間満了の１４日前までに更新の申請を

行うこと。 

 

◆ 報酬に関する基準（令和6年度改定事項をのぞく） ◆ 

 

介護医療院サービス費減算 

● 夜勤について 

当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の １

００分の９７に相当する単位数を算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

〔夜勤を行う介護職員又は看護職員の数〕※Ⅰ型、Ⅱ型の場合 

  (一) 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が入所者の数の合計数が３０又はその端数を増す 

ごとに1以上であり、かつ２以上であること。 

   (二) 当該介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が1以上であること。 

 

※減算となる場合 

ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全

員について、所定単位数が減算される 

イ)  夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、

原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤

職員基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合 

ロ)  夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４

日以上発生した場合 

 

● 定員超過について 

入所者の数が定員を超えている場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数

を算定する 

この場合の入所者の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる 

 

※減算となる場合 

定員超過となった月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、入所者の全員に

ついて、所定単位数が減算される 

 

● 人員基準欠如について 

医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が、基準を満たしていな

い場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する 
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看護職員の数が、配置すべき数に100分の２０を乗じて得た数の看護師を置いていない

場合は、所定単位数の100分の９０に相当する単位数を算定する 

 

※減算となる場合 

人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠

如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が減算され、１割の範囲

内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等

の全員について所定単位数が減算される 

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

 



介護医療院 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１日あたり

＜現行＞ ＜改定後＞
○Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)

要介護１ 825単位 833単位
要介護２ 934単位 943単位
要介護３ 1,171単位 1,182単位
要介護４ 1,271単位 1,283単位
要介護５ 1,362単位 1,375単位

○Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護１ 779単位 786単位
要介護２ 875単位 883単位
要介護３ 1,082単位 1,092単位
要介護４ 1,170単位 1,181単位
要介護５ 1,249単位 1,261単位

○ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護１ 842単位 850単位
要介護２ 951単位 960単位
要介護３ 1,188単位 1,199単位
要介護４ 1,288単位 1,300単位
要介護５ 1,379単位 1,392単位

○ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護１ 841単位 849単位
要介護２ 942単位 951単位
要介護３ 1,162単位 1,173単位
要介護４ 1,255単位 1,267単位
要介護５ 1,340単位 1,353単位

186



１. （３）⑲ 協力医療機関との連携体制の構築

概要
○介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を

行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を
構築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定める

ことにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて
連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医

療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる

ことができるように努めることとする。

33

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】



１. （３）⑳ 協力医療機関との定期的な会議の実施

単位数

概要 【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実
効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者（以下「入所者等」という。）の現病歴等の情報共有を
行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。

○また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行う
よう見直しを行う。【告示改正】

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
＜現行＞

なし
＜改定後＞
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(１)右記の①〜③の要件を満たす場合

(２) それ以外の場合
100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度〜)（新設）

５単位/月（新設）
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】

＜現行＞
医療機関連携加算

80単位/月

＜改定後＞
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(１)右記の①、②の要件を満たす場合

(２)それ以外の場合
100単位/月（変更）
40単位/月（変更）

【認知症対応型共同生活介護】
＜現行＞

なし
＜改定後＞
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(１)右記の①、②の要件を満たす場合

(２)それ以外の場合
100単位/月（新設）
40単位/月（新設）

（協力医療機関の要件）
① 入所者等の病状が急変した場合等

において、医師又は看護職員が相談
対応を行う体制を常時確保している
こと。

② 高齢者施設等からの診療の求めが
あった場合において、診療を行う体
制を常時確保していること。

③ 入所者等の病状が急変した場合等
において、入院を要すると認められ
た入所者等の入院を原則として受け
入れる体制を確保していること。

算定要件等
○ 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。（新設）
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１. （３）㉑ 入院時等の医療機関への情報提供
概要

○ 介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設等が把握している生活状況等の情報提供を更に促進する観点から、
退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合について
新たに評価する区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療情報を情報提供することを評価する現行相当
の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。

○ また、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者（以下「入所者等」
という。）が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

単位数
【介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞
退所時情報提供加算 500単位/回

＜改定後＞
退所時情報提供加算（Ⅰ） 500単位/回
退所時情報提供加算（Ⅱ） 250単位/回（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護】
＜現行＞

なし
＜改定後＞
退所時情報提供加算 250単位/回（介護老人福祉施設）（新設）
退居時情報提供加算 250単位/回（特定施設、認知症対応型共同生活介護）（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等
【介護老人保健施設、介護医療院】＜退所時情報提供加算（Ⅰ）＞
○居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報

心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。

【介護老人保健施設、介護医療院】＜退所時情報提供加算（Ⅱ）＞
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護】＜退所時情報提供加算、退居時情報提供加算 ＞

○ 医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の
心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。

入所者等が医療機関へ退所した場合（新設）

入所者が居宅へ退所した場合（変更）
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１. （４）⑧ 介護医療院における看取りへの対応の充実

概要 【介護医療院】

○本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定要
件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
【告示改正】【通知改正】

算定要件等
＜改定後＞
六十八 介護医療院サービスの施設基準

イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの施

設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ

スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ〜ｈ （ 略 ）
ⅰ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず

れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ

ナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者

等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。

（削る）

ｊ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重
した医療及びケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応していること。

厚生労働大臣が定める施設基準※Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）の場合
＜現行＞
六十八 介護医療院サービスの施設基準

イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの

施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ

スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ〜ｈ （略）
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず

れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ

ナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者

等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。

ⅳ ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、
入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応
していること。
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１. （５）① 高齢者施設等における感染症対応力の向上

単位数

概要 【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養
を 行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。

ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構築していること。
イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当

該 協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。

ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言
や 指導を受けること。

○ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを
評 価する新たな加算を設ける。【告示改正】

＜現行＞
なし

＜改定後＞
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月（新設）
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/月（新設）

算定要件等
＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機

関等と連携し適切に対応していること。
○ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感

染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）＞（新設）
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等

に係る実地指導を受けていること。
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１. （５）② 施設内療養を行う高齢者施設等への対応

単位数

概要 【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、 介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観 点
や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染
した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する。

○ 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとする。【告示改正】

＜現行＞
なし

＜改定後＞
新興感染症等施設療養費 240単位/日（新設）

算定要件等

46

〇 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確
保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った
場合に、１月に１回、連続する５日を限度として算定する。
※ 現時点において指定されている感染症はない。



１. （５）③ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

概要 【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、 介護老人福祉施設、地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診
療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新
興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとする。

○また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の
対応について協議を行うことを義務づける。【省令改正】
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１.（７）⑤ 認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの
認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

単位数
＜現行＞

なし
＜改定後＞
認知症チームケア推進加算（Ⅰ）150単位/月（新設）
認知症チームケア推進加算（Ⅱ）120単位/月（新設）
※認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合においては、算定不可。

概要 【認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○認知症の行動 ・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時から
の取組を推進する観点から、新たな加算を設ける。【告示改正】

算定要件等
＜認知症チームケア推進加算（Ⅰ）＞（新設）
（１） 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする

認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。
（２）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症介護の指導に係

る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防 等に資する
ケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理
症状に対応するチームを組んでいること。

（３） 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症
の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。

（４） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症
の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅱ）＞（新設）
・ （Ⅰ）の（１）、（３）及び（４）に掲げる基準に適合すること。
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、か
つ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
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２. (１) ②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進①

概要
○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・ 重度化防止を効果的に進 める観

点から、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算、介護医療院における 理学
療法、作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓練加算（Ⅱ）について、以下の要件
を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。 【告示改正】
ア
イ

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職

種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直

しの内容について関係職種に対し共有していること。

【介護老人保健施設】
＜現行＞

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月
＜改定後＞
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 53単位/月 (新設)  
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 33単位/月

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定不可
【介護医療院】
＜現行＞

理学療法 注６､作業療法 注６､言語聴覚療法 注４ 33単位/月
＜改定後＞

理学療法 注６､作業療法 注６､言語聴覚療法 注４ 33単位/月
理学療法 注７､作業療法 注７､言語聴覚療法 注５ 20単位/月(新設)

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）は併算定可
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
＜現行＞

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月

＜改定後＞
個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日 (変更なし)
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月 (変更なし)
個別機能訓練加算（Ⅲ） 20単位/月 (新設)

※加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）は併算定可

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
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単位数



２. (１) ②介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進②

算定要件等
【介護老人保健施設】＜リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）＞（新設）
【介護医療院】＜理学療法注７、作業療法注７、言語聴覚療法注５＞（新設）
○入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてリハビ リ

テーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーション
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

※上記は介護老人保健施設の場合。介護医療院については、理学療法 注６、作業療法 注６又は言語聴覚療法 注
４を算定していること。

○ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント加算を算定していること。
○入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、⻭科衛生士、看護職員、介護職員そ

の他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のた
めに必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。

○共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職
種間で共有していること。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
＜個別機能訓練加算（Ⅲ）＞（新設）
○ 個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定していること。
○ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
○入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施の

ために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有してい
ること。

○共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等
の関係職種間で共有していること。
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【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】



２.（１）③ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る
一体的計画書の見直し

概要

70

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓
練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。【通知改正】

【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、介護老
人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに 、他の
様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式へ見直しを行う。



２.（１）⑱ 介護保険施設における口腔衛生管理の強化

概要 【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

○介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、⻭科専門職による適切な口腔管理につ
なげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務 付け
る。【通知改正】

算定要件等

○施設の従業者又は⻭科医師若しくは⻭科医師の指示を受けた⻭科衛生士が施設入所時及び入所後の定期的な口腔
の健康状態の評価を実施すること。

○技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う⻭科医師若しくは⻭科医師の指示を受けた⻭科衛生士にお
いては、当該施設との連携について、実施事項等を⽂書等で取り決めを行うこと。

指⽰
⽇常的な口腔管理の提供

【介護保険施設】 入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成

入所者

介護職員⻭科医師 ⻭科衛生士 ⻭科衛生士

⻭科医師 施設職員

口腔の健康
状態の評価

令和６年度介護報酬改定追加事項

技術的
助言・指導

（年２回以上）
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＜運営基準等における対応＞



２.（１）㉑ 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

概要
○介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目な

く行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報
について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

算定要件等
○対象者

・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者

○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、

当該者の栄養管理に関する情報を提供する 。
・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 】

単位数
＜現行＞

なし
＜改定後＞
退所時栄養情報連携加算 70単位/回（新設）

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋
に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する
腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、
膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のた
めの流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別
な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）

介護保険施設A

自宅
（在宅担当医療機関） 介護保険施設B 医療機関

栄養管理に関する情報

＋

介護支援専門員
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２.（１）㉒ 再入所時栄養連携加算の対象の見直し

概要
○再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療

機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。
【告示改正】

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等
○対象者

＜現行＞
二次入所において必要となる栄養管理が、
一次入所の際に必要としていた栄養管理
とは大きく異なる者。

＜改定後＞
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、
胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食
（単なる流動食及び軟食を除く。）
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介護保険施設A

医療機関の
管理栄養士

介護保険施設Aの
管理栄養士

再入所時栄養連携加算

【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食等が必要な者

【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席※し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作
成する。

施設移動
入院

自宅退所

施設退院
転院

自宅退院

入院前の
施設に
再入所

入院

栄養情報提供加算
（診療報酬）

退所時栄養情報連携加算（新設）
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は、
低栄養状態にあると医師が判断した入所者。

【算定要件】
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、

当該者の栄養管理に関する情報を提供する 。
・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

自宅
（在宅担当医療機関）介護保険施設B 医療機関Ⅱ

医療機関I

※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用して行う
ことも可能。

栄養に関する情報連携のイメージ図

テレビ電話装置等も活用可能

下線部：Ｒ６報酬改定事項

＋
介護支援専門員
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２.（２）③ ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

概要 【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】

○ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講する
よう努めなければならないこととする。【省令改正】

92



２.（３）① 科学的介護推進体制加算の見直し

概要

97

○ 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を
推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
【通知改正】

イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。
【通知改正】

ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。【通知改正】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型
居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「３月に１回」に見直す。
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする



LIFEへのデータ提出頻度の見直し（イメージ）
○各加算のデータ提出頻度について、サービス利用開始月より入力を求めている加算もあれば、サービス利用開始

後の計画策定時に入力が必要な加算もあり、同一の利用者であっても算定する加算によって入力のタイミングが異
なり、事業所における入力タイミングの管理が煩雑となっている。

○ LIFEへのデータ提出について、「少なくとも３か月に１回」と統一する。
○また、同一の利用者に対して複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるよう、例えば、月末より

サービス利用を開始する場合であって、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合等、一定の条件の下
で、提出期限を猶予する。

【現行】

【改定後】

科学的介護
推進体制加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算

計画書
提出

計画書
提出 計画書

提出

科学的介護
推進体制加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算

例：同一の利用者に科学的介護推進体制加算及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合
• 現在、科学的介護推進体制加算はサービス利用開始月とその後少なくとも6月に１度評価を行い、翌月の10日までにデータを提出することと な

っており、リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション計画書策定月、及び計画変更月に加え、少なくとも３月に１度評価を 行
いデータを提出することとなっている。いずれの加算にもADLを含め同じ評価項目が含まれている。

• これらの加算の提出タイミングを少なくとも３月に１度と統一するとともに、例えば、月末にサービスを開始した場合に、科学的介護推進体
制加算のデータ提出期限に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えることを可能とする。

4月 4/29
サービス
利用開始

５月
10⽇

リハ
計画書

６月
10⽇

７月 ８月
リハ
計画書

９月
10⽇

10月 11月
10⽇

リハ
計画書

12月
10⽇

4月分
データ提出

10月分
データ提出

計画書
提出

計画書
提出

計画書
提出

11月分
データ提出

ADL評価

ADL評価 ADL評価

ADL評価

ADL評価

ADL評価 ADL評価 ADL評価

（※）一定の条件の下で、サービス利用開始翌月までにデータ提出することとしても差し支えない。ただし、その場合は利用開始月は該当の加算は算定できないこととする。

５月分
データ提出

８月分
データ提出※猶予期間
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LIFEのフィードバック見直しイメージ（事業所フィードバック）

基本情報

各施設・事業所において実施した取組と、LIFEデータの時系列変化や全国の同じような利⽤者との比較を組み合わせて検討することで、取
組の効果や自施設・事業所の特徴の把握へ活⽤

平均要介護度
４.２

ADL（Barthel Index）の状況

全国（平均値）自施設・ 事業
所

都道府県

事業所規模

平均要介護度

合計点の位置比較 自施設・ 事業所の位
置

栄養状態

合計点の推移

100

75

50

Excel形式ではなく、ブラウザ上で層別化等の
設定を可能とすることで、操作性・視認性を向上

サービス

低栄養状態のリスクレベル

全 国

2024年4⽉

2024年7⽉

自
施

設
・

事
業

所

全国値

平均要介護度

表示時点

全国値

都道府県

事業所規模

全国値に対する自施設・事業所の位置を参照可能

介護⽼⼈福祉施設

口腔の健康状態

0%

50%

25%

75%

⻭・ 入れ⻭が
汚れている

⻭が少ないのに入れ⻭
を使っていない むせやすい

自施設・ 事業
所

全国（平均値）

事業所規模

平均要介護度

全国値

都道府県

表示時点

時系列変化を複数時点で参照可能

〜

表示期間

サービス種類、都道府県、要介護度等による絞り込み
により、全国の同じような利用者との比較が可能

2024年10⽉

2024年4⽉

2024年7⽉

2024年10⽉

事業所規模
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平均要介護度

全国値

都道府県

「あり」の割合



LIFEのフィードバック見直しイメージ（利用者フィードバック）

基本情報

各利⽤者に対して実施した取組と、LIFEデータの時系列変化や全国の同じような利⽤者との比較を組み合わせて検討することで、
取組の効果や利⽤者の特徴の把握へ活⽤

ADL（Barthel Index）の状況

全国（平均値）利⽤者

都道府県

要介護度

⽇常⽣活自⽴度（⾝体機能）

⽇常⽣活自⽴度（認知機能）

合計点の推移

100

75

50

要介護度
要介護４

⽇常⽣活自⽴度（認知機能）
Ⅱa

⽇常⽣活自⽴度（⾝体機能）
B2

ADL各項目の点数 表示時点⾷事

整容

トイレ動作

入浴

平地歩⾏

階段昇降

更⾐

排便コントロール

椅⼦とベッド間

排尿コントロール の移乗

栄養状態

時系列変化を複数時点で参照可能

2024年7⽉

2024年10⽉

全国値
2024年4⽉

低 中 ⾼

口腔の健康状態

2024/4 2024/7 2024/10

⻭・入れ⻭が汚
れている あり あり なし

⻭が少ないの
に入れ⻭を
使っていない

なし なし なし

むせやすい なし あり あり

各項目の3か⽉間の推移

サービス 介護⽼⼈福祉施設

〜

表示期間

都道府県

要介護度

⽇常⽣活自⽴度（⾝体機能）

利⽤者 ⽇常⽣活自⽴度（認知機能）
全国（平均値）

2024/4 2024/7 2024/10

⾼ 低 低

〜

低栄養状態のリスクレベル
表示期間 都道府県

要介護度

⽇常⽣活自⽴度（⾝体機能）

⽇常⽣活自⽴度（認知機能）

表示時点

〜
表示期間

サービス種類、都道府県、要介護度等による絞り込み
により、全国の同じような利⽤者との比較が可能

Excel形式ではなく、ブラウザ上で層別化等の

100

設定を可能とすることで、操作性・視認性を向上



LIFEを活用した取組イメージ
○介護事業所においては、介護の質向上に向けてLIFEを活用したPDCAサイクルを推進する。LIFEで収集したデータ も

活用し、介護報酬制度を含めた施策の立案や介護DXの取組、アウトカム評価につながるエビデンス創出に向けた
LIFEデータの研究利活用を推進する。

【厚⽣労働省】

【介護施設・事業所】

■ フィードバック（例）
• 利⽤者や事業所のBMI等を時系列に⾒るグラフ
• 事業所のADL平均値が都道府県内の事業所と比較し

てどの位置か示すグラフ

LIFEへのデータ登録

• エビデンスに基づく施策の⽴案
－施策の効果や課題の把握、アウトカム評価の検討
－介護情報基盤運⽤開始に向けた、介護事業所等の関係者間における情報共有の検討

• エビデンス創出に向けた取組
－研究者等への匿名LIFE情報提供の推進
－医療保険等の他の公的DB等との連結による詳細な解析の推進

■ LIFEデータ項目（例）
• ADL
• ⾝⻑・体重
• ⼝腔の健康状態 等

データ収集フィードバックの提供

PDCAサイクル
改善

（Action）
フィードバックと計画書等の
情報を組み合わせて、取組の
評価や⾒直しを実施

フィードバックの確認

計画
（Plan）

評価
（Check）

実⾏（Do）
計画等に基づいたケアの実施

利⽤者および施設・ 事業所の
現状や、取組によって⽣じた
変化を確認

目標の設定と計画の作成

収集されたLIFEデータに基づ
く、事業所毎のアウトカム評
価等を検討
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２.（３）② 自立支援促進加算の見直し

概要
○ 自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観

点から、以下の見直しを行う。
ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施 。

【通知改正】
イ LIFE への初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする 。【通知改正】
ウ 医師の医学的評価を少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す 。【告示改正】
エ 本加算に沿った取組に対する評価を持続的に行うため、事務負担の軽減を行いつつ評価の適正化を行う 。

【告示改正】

単位数
＜現行＞

自立支援促進加算 300単位/月
＜改定後＞
自立支援促進加算 280単位/月（変更）

（介護老人保健施設は300単位/月）

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等
○医学的評価の頻度について、支援計画の見直し及びデータ提出の頻度と合わせ、少なくとも「３月に１回」へ見

直すことで、事務負担の軽減を行う。

○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする 。
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２.（３）④ アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

概要
○ 排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 排せつ状態の改善等についての評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価を行う 。【告示改正】
イ 医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。【告示改正】
ウ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施 。【通知改正】
エ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする 。【通知改正】

【看護小規模多機能型居宅介護 、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】

算定要件等
○ LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞
· 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
· 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとと も
に、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。

ロイの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、 排
せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。

ハ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

· 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
· 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
· 又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

· 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
· 又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
· かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
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２.（３）⑤ アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
概要 【看護小規模多機能型居宅介護 、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健

施設、介護医療院】
○ 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進す

る 観点から、以下の見直しを行う。
ア 施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。【告示改正】
イ 加算の様式について 入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。【通知改正】
ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする 。 【通知改正】

算定要件等
○ LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞
· 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
· 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。

イ入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所 時
又は利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価すること。

ロイの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために
必要な情報を活用していること。

ハイの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介 護
職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

ニ入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録 し
ていること。

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞
○ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、

当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

＜褥瘡対策指導管理（ Ⅱ ）＞
○ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治

癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。
105



３.（１）① 介護職員の処遇改善①

概要

107

○介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。

○介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進 す
る観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、
現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な

要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 【告示改正】

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーショ
ン★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多
機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

サービス区分 介護職員等処遇改善加算
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看 護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
通所リハビリテーション★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
小規模多機能型居宅介護★・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設）★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等）★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

単位数 ※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の介
護職員の常勤換算職員数に基づき設定。

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。



３.（１）① 介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充て

ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増

加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

※︓加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現⾏の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
︵
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
︶

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃⾦年額440万円以上が１⼈以上
• 職場環境の更なる改善、⾒える化【⾒直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を⽉額賃⾦で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【⾒直し】
• 賃⾦体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・
ベースアップ等

既存の要件は⿊字、新規・修正する要件は赤字
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加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ〜Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）



３.（２）② 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

概要
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〇 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、
事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】



３.（２）③ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進①

単位数

概要 【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

○介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入
後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１
つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業
務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設けることとする。 【告示改正】

○加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器
等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っているこ
とを評価する区分を設けることとする。 【告示改正】

＜現行＞
なし

＜改定後＞
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月（新設）
生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月（新設）
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３.（２）③ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進②
算定要件等
【生産性向上推進体制加算（Ⅰ）】（新設）
○ （Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果（※１）が確認されていること。
○ 見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。
○ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。
○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行うこと。

注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、（Ⅱ）のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場
合には、（Ⅱ）の加算を取得せず、（Ⅰ）の加算を取得することも可能である。

【生産性向上推進体制加算（Ⅱ）】（新設）
○利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や

必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。
○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行うこと。
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（※２）見守り機器等のテクノロジーの要件
○見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。

ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器（複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用

までを一体的に支援するものに限る。）
○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に

設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に
応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。

（※１）業務改善の取組による効果を示すデータ等について
○ （Ⅰ）において提供を求めるデータは、以下の項目とする。

ア 利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等）
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18等）
オ 機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイムスタディ調査）

〇 （Ⅱ）において求めるデータは、（Ⅰ）で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
○ （Ⅰ）における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保（アが維持又は向上）された上で、職員の業務負担の軽減（イが

短縮、ウが維持又は向上）が確認されることをいう。



３.（２）⑧ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
概要 【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

○就労開始から６月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護職員」という。）については、
日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていな
いが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、
人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。

具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護
職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準
に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこと
とする。【告示改正】

その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の
配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支
援体制の確保が必要であることを改めて周知する。

算定要件等

訪日後研修

（現行）

（見直し案

※N1・N2のみ参入可能

）
※N1・N2に加え、受入れ事業
者が配置基準に算入するこ
ととした場合に算入可能

算入
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算入

就労開始 就労開始６ヶ月次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定
める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
· 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員
· 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過していない外国人介護

職員であって、受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が整備されてい
るものに限る。）に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及
び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の
意見を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用
について職員等とみなすこととしたもの

· 日本語能力試験N1又はN2に合格した者



３.（３）⑩ ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

概要 【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】

○ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、よ
り良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務
が可能であることを明確化する。【通知改正】
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４. （２）⑥ ⻑期療養生活移行加算の廃止

単位数

概要 【介護医療院】

○ ⻑期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和５年度末に廃止となることを踏まえ、廃止する。
【告示改正】

＜現行＞
⻑期療養生活移行加算 60単位/日

＜改定後＞
廃止
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（別紙１）

令和 年 月 日

各許可権者 殿

ー ）

□ 1  (介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 2  地域密着型特定施設入居者生活介護

□ 3  (介護予防)認知症対応型共同生活介護 □ 4  介護老人福祉施設

□ 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護□ 6  介護老人保健施設

□ 7  介護医療院 □ 8  養護老人ホーム

□ 9  軽費老人ホーム

ー ）

備考 1 各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）を添付してください。

2

3 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。

各指定権者

協力医療機関に関する届出書

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

事務所・施設の所在地
(郵便番号
　
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

代表者の住所
(郵便番号
　

事業所番号

事業所・施設種別

代表者の職・氏名 職名 氏名

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

協
力
医
療
機
関

①施設基準（※1）第1号（※2）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

（事業所・施設種別４～８のみ）

③施設基準（※1）第3号（※4）
　の規定を満たす協力病院

医療機関名 医療機関コード

②施設基準（※1）第2号（※3）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

医療機関名 医療機関コード

施
設
基
準
第
1
号
、

第
2
号
及
び
第
3
号
の
規
定
を
満
た

す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
い
な
い
場
合

(

※
5

)

第1号から第3号の規定(※5)にあたり
過去1年間に協議を行った医療機関数

協議をした医療機関との対応の
取り決めが困難であった理由

(過去1年間に協議を行っていない場合)
医療機関と協議を行わなかった理由

届出後1年以内に協議を行う
予定の医療機関

医療機関名 医療機関コード

※在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ医療機関(200床未満)、在宅療養後方支援
病院等を想定

協議を行う予定時期 令和　　　年　　　　月

(協議を行う予定の医療機関がない場合)
基準を満たす協力医療機関を定める
ための今後の具体的な計画（※6）

上記以外の協力医療機関
医療機関名 医療機関コード

医療機関名（複数可）

（※2） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準は裏面を参照。

関係書類 別添のとおり

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームについては
「施設基準（※1）第3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。

（※1）



診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームは第１号及び
「3か月以内に地域の在宅療養支援病院等をリストアップし協議先を検討する」など具体的な計画を記載

（各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準）
特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第2項
地域密着型特定施設入居者生活介護　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第
2項
認知症対応型共同生活介護　　　　　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第
2項
介護老人福祉施設　　　　　　　　　　　　　：指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護   ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第
1項
介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項
介護医療院　　　　　　　　　　　　　　　　：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項
軽費老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　：軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項

（※3）
（※4）

（※6）
（※5）




